
 
令和７年３月７日 

入 札 公 告 

 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６及び小樽市水道局契約規程（平成１４年小樽市

企業管理規程第１６号）において準用する小樽市契約規則（平成８年小樽市規則第２７号）第２条の規定に基づ

き、条件付き一般競争入札について次のとおり公告します。 

                                           小樽市公営企業管理者 

水道局長  畠山 樹欣 

第１ 入札に付する事項 

⑴ 工事名      富岡配水管布設工事に伴う舗装道復旧工事（ゼロ市債） 

⑵ 工事施工場所   小樽市富岡１丁目１８番ほか 

⑶ 工事完工期限   令和７年５月３０日 

⑷ 工事概要     目的  本工事は、事故多発管の解消を目的に施工済みとなる「富岡配水管布設工事」

の舗装道の復旧を行うもの。 

構造及び規模  舗装工     再生細粒度ＧＡｓ（２０％）５０mm  Ａ＝３６８㎡ 

        構造物撤去工  一式 

        仮設工     一式 

第２ 入札参加資格について 

本工事の入札参加者は、次に掲げる条件を満たしていること。 

⑴  小樽市指名競争入札参加資格者名簿（本公告日において登録のあるもの）において工事種別「舗装」で

登録され、かつ、「舗装」の総合審査評点が次に記す範囲内であること。 

   ・総合審査評点が １，１００点以上 

⑵ 北海道内に本・支社・支店または営業所があること。 
⑶ 小樽市が発注した本公告工事と同種の建設工事（以下「同種工事」という。）において、本公告第３に規定

する入札日（以下「本入札日」という。）前１年以内（以下「判定期間」という。）に完工した直近工事につ
いて、その工事成績評点が６５点以上（判定期間において同種工事の実績がない場合は６５点とみなす。）で
あること。ただし、本入札日前に実施された条件付き一般競争入札において、既にこの号の規定により入札

参加資格の制限を受けた業者（当該制限を受けた後に完工した直近の同種工事の工事成績評点が６５点未満
である者を除く。）については、この限りでない。 

⑷ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条に規定する主任技術者又は監理技術者を有し、かつ、こ

れらの技術者を配置できること。 

⑸ 小樽市競争入札参加資格者指名停止等措置要綱に基づく指名停止措置を本公告日から本工事の開札日まで

の間に受けていないこと。 

⑹ 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）第３条第１号に規定する事業協同組合にあっては、

その構成員が同一の入札に同時に参加していないこと。 

⑺ 相互に資本関係又は人的関係のある業者が、同一の入札に同時に参加していないこと。 

⑻ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定のほか、次に掲げるものに該当しない業者であること。 

① 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に規定する更生手続の適用を申請した業者で、同法に基づく

裁判所からの更生計画認可の決定がされていない業者。 

②  民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に規定する再生手続の適用を申請した業者で、同法に基づく

裁判所からの再生計画認可の決定がされていない業者。 

第３ 入札（開札）の日時及び場所等 

⑴ 日 時   令和７年３月１９日（水） １６時２０分から 

⑵ 場 所   小樽市水道局１階会議室 

⑶ 立会人   本入札事務に関係のない職員を立会人とする。 

⑷ 開札の傍聴 希望者は傍聴できる。 

なお、傍聴しようとする業者は、入札執行者の指示に従うこと。 

入札会場にあっては、入札の執行を妨げる行為をしてはならない。入札会場の都合により、

傍聴人の数を制限することがある。 

第４ 現場説明会  実施しない。 

第５ 予定価格   ４，４８０，０００円（消費税及び地方消費税を含まない額） 

第６ 入札保証金  免除 

第７ 最低制限価格又は調査基準価格について    最低制限価格の設定あり 

第８ 現場代理人の兼務  対象工事とする。 



第９ 設計図書等の貸出しについて 

設計書、仕様書、図面等（以下「設計図書等」という。）は、閲覧にせず、貸し出すものとし、その方法等に

ついては、次のとおりとする。 

⑴  設計図書等の貸出期間、場所及び貸出方法 

① 貸出期間  公告の日から３月１４日まで（閉庁日を除く９：００から１７：００まで）  

② 貸出場所  小樽市水道局水道事業課（小樽市花園２－１１－１５ 水道局１階） 

③ 設計図書等貸出し確認書  ダウンロードして作成 

④ 貸出方法  貸出場所に赴き、必要事項を記入した設計図書等貸出し確認書を提出し、設計図書等の貸

出しを受け、返却時に確認印が押された設計図書等貸出し確認書を受領するものとする。 

※この確認印が押された設計図書貸出し確認書は、入札書とともに同封し、郵送する必要書類である。 

⑵ 設計図書等をもって現場説明会に代えるものとする。 

⑶ 入札参加者は、設計図書等に疑義が生じたときは、質問書（ダウンロードして作成）によりＦＡＸで質問

することができる。 

① 送信先    小樽市水道局水道事業課  電 話 ０１３４－３２－４１１１ 内線５７２ 

ＦＡＸ ０１３４－２７－０６９５ 

② 質問締切日  令和７年３月１１日（火） １７時００分 

③ 回答方法   入札日の４日前まで、小樽市ホームページに掲載する。 

第１０ 入札書等の郵送方法等 

⑴ 封筒の作成 

封筒の表紙をダウンロード印刷し、「長形３号」の封筒にのり付けする（封筒の表紙には、宛先・配達指定

日・工事名は記載済み。）。 

⑵ 郵送する書類等（いずれも、ダウンロードして作成） 

① 入札書 

② 入札価格内訳書 

③ 条件付き一般競争入札参加申請書 

④ 資本関係・人的関係調書（関連会社がある場合に添付する。） 

⑤ 設計図書等貸出し確認書（確認印が押印されているもの。） 

⑶ 郵便発送期限 

令和７年３月１５日（土）まで 

⑷ 配達日の指定 

配達日は、入札（開札）日を指定すること。 

⑸ 郵便の送付先 

小樽市花園２丁目１１番１５号  小樽市水道局総務課 

⑹ 作成済みの封筒に、必要事項を記載した⑵の書類等を入れて封をし、郵便発送期限までに、配達日指定郵

便で、かつ、一般書留郵便又は簡易書留郵便のいずれかの方法により、郵便局窓口から郵便の送付先宛てに

郵送（発送）すること。 

第１１ 入札無効についての事項 

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

⑴ 本公告第２に掲げる入札参加資格を有しない者のした入札 

⑵ 虚偽の申請書類等を提出した入札 

⑶ 本公告第１０⑵に掲げる書類等が同封されていない入札 

⑷ 入札書等を指定の期限までに、指定の方法により発送しなかった入札 

⑸ 入札書等が指定の期日に到達しなかった入札 

⑹ 封筒に工事名又は差出人が記載されていない入札 

⑺ 封筒に記載の工事名又は差出人と同封された入札書の工事名若しくは入札者が相違する入札 

⑻ 記名押印を欠く入札 

⑼ 金額を訂正した入札 

⑽ 予定価格を上回る額の入札 

⑾ 入札価格内訳書の計算に誤りがある入札 

⑿ 入札価格内訳書の合計金額と入札書の記載金額が一致しない入札 

⒀ 入札価格内訳書に記載すべき事項が記載されていない入札 

⒁ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札 

⒂ 訂正が容易な筆記用具で記載された入札書及び入札価格内訳書を提出した入札 

⒃ 同一人が複数の入札書を提出した入札 



⒄ 明らかに連合によると認められる入札 

⒅ その他入札に関する条件に違反した入札 

⒆ 前各号に掲げるもののほか、入札執行者において無効と認めた入札 

第１２ 最低価格入札者の決定 

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札をした業者を最低価格入札者とする。 

なお、最低制限価格を設けている場合は、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入

札した業者を最低価格入札者とする。 

ただし、最低価格入札者となる同価格の入札をした業者が複数の場合は、改めて当該入札者によるくじ引き

で最低価格入札者を決定するものとし、当該入札者には、速やかにくじ引きの日時・場所を通知するものとす

る。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない業者があるときは、これに代えて、当該入札事務に

関係のない職員にくじを引かせるものとする。 

第１３ 入札参加資格要件の確認及び落札者の決定 

資格確認は入札（開札）会場において実施する。 

⑴ 参加資格要件の確認は、最低価格入札者を決定した後、直ちに入札（開札）会場においてその業者の資格

の有無を確認することとする。 

⑵ 確認の結果、当該最低価格入札者に資格がないと認めたときは、次順位の業者を、また、その業者にも資

格がないと認めたときは、第３位と順に資格確認を行うものとする。 

なお、次順位の業者が複数の場合は、当該入札者によるくじ引きで最低価格入札者を決定するものとする。 

⑶ 資格確認の結果、資格があると認めたときは、その業者を落札者として決定するものとする。 

ただし、調査基準価格を設定している入札にあって最低価格が調査基準価格以下の場合や最低価格入札者

となる同価格の入札をした業者が複数の場合又は入札執行者が入札（開札）会場において資格確認を完了す

ることが困難と認めたときは、落札者の決定を保留し、入札を終了することがある。  

⑷ 資格確認を行う業者以外の入札参加者については、資格確認は行わないものとする。 

第１４ 確認結果の通知 

⑴ 資格確認の結果、落札者を決定したときは、当該落札者に対し電話により連絡する。 

⑵ 資格確認の結果、入札参加資格がないとした最低価格入札者に対しその旨を書面により通知する。 

第１５ 入札結果の公表 

⑴ 本公告第１３⑶により落札者を決定したとき 

入札（開札）終了後、速やかに契約担当課の掲示板及び小樽市ホームページにおいて公表する。 

なお、小樽市ホームページにおける公表は、翌日以降になる場合がある。 

⑵ 本公告第１３⑶ただし書により落札者の決定を保留したとき 

入札（開札）終了後、速やかに落札者の決定を保留した旨を⑴における場で公表し、落札者が決定次第改

めて公表する。 

第１６ 契約について 

⑴ 契約書の配付      落札者が決定した後日に水道局総務課で配付する。 

落札者は契約書に記名押印し、落札後７日以内に水道局総務課まで、これを提出しなければならない。 

⑵ 契約保証金       免除 

⑶ 契約書案等を示す場所  水道局総務課 

⑷ 前金払い        あり 

当初の契約が２００万円以上で、かつ、当初の工期が４０日以上の場合は、契約金額の４割に相当する

額の範囲で前金払いする。さらに、当初の契約が１，０００万円以上で、かつ、当初の工期が１５０日以

上の場合は、上記前金払に加え契約金額の２割に相当する額の範囲で中間前金払いする。 

⑸ 部分払い        あり（ただし、中間前金払いとの併用は不可） 

⑹ 支払条件        債務負担有 全額令和７年度払い 

第１７ 注意事項 

⑴ やむを得ない事情により、当該入札を延期し、中止し、又は取り消す場合がある。 

⑵ 入札執行に当たって、入札者がいない場合又は入札参加資格要件の確認の結果、入札参加資格がある業者

がいない場合は、入札を中止し、又は取り消すこととする。 

⑶ ⑴及び⑵により、入札を延期し、中止し、又は取り消した場合でも、申請書及び資料等の作成費用等は申

請者の負担とする。 

⑷ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金

額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額）をもって落札価格とするため、

入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 



⑸ 入札参加者は、小樽市水道局契約規程、小樽市水道局条件付き一般競争入札実施要綱その他関係法令等の

規定を承知すること。 

第１８ その他 

申請書類等に記載された事項は、提出者に無断で使用することはしない。 

第１９ 問合せ先 

小樽市水道局総務課      電 話 ０１３４－３２－４１１１ 内線５５４ 

ＦＡＸ ０１３４－２７－０６９５ 


